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報  告  書 

 

 

１ 産業廃棄物処理業者(株)善商が岐阜市椿洞の山林に産業廃棄物を不法に埋

め立てた事案について、本市は、市民の不安を解消するため、 

(１)迅速な処理、(２)情報公開の徹底、(３)行政と市民との協働による対応 

を基本原則として対処している。 

  とりわけ情報の公開は、行政の信頼を得るためにも最も重要なこととして、

地元説明会の開催、場内、場外の環境調査の結果公表、そして実態調査委員

会による調査結果の公表などとともに、岐阜市産業廃棄物不法投棄対策本部

のホームページを立ち上げ、それぞれの時点での経過報告等を市民に対し積

極的に公表してきたところである。 

 

２ しかしながら、本事案が市民生活に多大な影響を及ぼす問題であり、地域

住民の安心安全の確保、再発防止、そして市民に対する行政の説明責任を果

たすという要請を重く受け止めたうえで、岐阜市情報公開条例（以下「条例」

という。) を適用する場合の具体的な基準を、あらかじめ明確に定めておく

必要があること、さらに産業廃棄物行政は岐阜市のみの問題ではなく県内で

の統一的な対応をする必要があり、県の情報公開との整合性などについて検

討する必要があること、等々の観点から、「岐阜市産業廃棄物不法投棄問題に

係る情報公開検討委員会」を設置し、 

ア 事案に係る情報公開基準に関すること 

イ 事案に係る情報公開請求に対する対応 

などを検討することとなった。 

本委員会は、７月２日に第１回委員会を開会し、委員長には小野﨑助役、

副委員長には行政管理部長を指名して、７月２９日まで４回の委員会を開会

し、鋭意、協議検討を行った。 

その概要を以下のとおり報告する。 



 - 2 - 

３ 情報公開への対応 

ア 事案に係る情報公開基準に関すること 

具体的な検討を進めるにあたっては、産廃問題に係る公開対象文書を 

（１）行政処分関連文書 

（２）措置命令等行政処分に対する相手方からの回答文書 

（３）行政指導関連文書 

（４）公共工事に係るマニフェスト 

の４つに分類し、それぞれについて 

①善商の椿洞に関する情報 

②善商の椿洞以外に関する情報 

③産業廃棄物全般に関する情報 

の３つの区分により検討し、それぞれについて以下の結論を集約した。 

（別紙「産業廃棄物不法投棄問題に係る情報公開基準について」参照） 

・従来の公開基準 

①善商の椿洞に関する情報については、条例第６条第１項第３号の法人

に係る情報に該当し、非公開情報となるものが多数であるところ、今回の

事案は警察において捜査に着手されたこと、産業廃棄物の不法投棄が確認

されたこと、そして地域住民をはじめ市民に多大の不安を与えている事態

に鑑み、公開することが公益上必要であると認め、条例第６条の２の規定

を適用して、それらを公開としてきた。 

②善商の椿洞以外に関する情報については、違法性が確認されたもので

はないため、条例の原則に則り、条例第６条第１項第３号の法人に係る情

報に該当するものについては、一部非公開としてきた。 

③産業廃棄物全般に関する情報についても、条例の原則に則り、条例第

６条第１項第３号の法人に係る情報に該当するものについては、一部非公

開としてきた。 

・新しい公開基準 

（基本方針） 

今回の事案の重大性に鑑み、これらに係る情報は、条例が掲げる「市民

の知る権利を十分に尊重する」との目的に則るとともに、行政の透明性を

確保するため、条例第５条の２(公文書の開示義務)の規定により原則公開

とする。 

また、条例第６条第１項第３号ただし書及び条例第６条の２の規定を適

用するなどして、できる限り公開の方向で対応することを基本方針とする。 
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（１）行政処分関連文書 

許可の取消し、措置命令などの行政処分を実施したという事実は、

違法性等を認定したものであり、条例第６条第 1 項第３号の規定を適

用せず、上記①②③のすべてについて、文書の開示義務を定めた条例

第５条の２の規定により公開することとする。 

ただし、行政処分の決定に至るまでの間は、条例第６条第１項第４

号の「市の機関内部又は機関相互間などの審議、検討等の意思決定過

程における情報であって、公正又は適正な意思決定に著しい支障を生

ずるおそれのあるもの」、あるいは「市の機関が行う事務又は事業の公

正又は適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあることが明らかな

もの」に該当するため、決定までの間は非公開とする。 

なお、改善命令などの行政処分については、許可の取消しなどの行

政処分と異なり、適正な状態に回復される可能性があり、処分内容な

どの情報は公開するものの、行為者の名称及び特定される所在地番に

ついては、条例第６条第１項第３号の規定により一部非公開とする。 

ただし、履行期限が経過するなど改善命令違反が明確となった場合

は、条例第５条の２の規定により公開するものとする。 

（２）措置命令等行政処分に対する相手方からの回答文書 

措置命令等行政処分に対する相手方からの回答文書や処理計画書な

どの文書についても（１）行政処分関連文書と同一基準とするものと

する。 

（３）行政指導関連文書 

行政処分に至らないまでも、改善指導など種々の行政指導を発する

場合がある。これらの行政指導関連文書の 

①については、条例第６条第１項第３号ただし書の規定を適用して

公開するものとする。 

②については、法人に係る情報であり、非公開文書とも考えられる

が、今回の事案に極めて関連するものであり、地域住民の不安を解消

するためにも公益上必要であると認め、条例第６条の２の規定を適用

し公開するものとする。 

③については、文書により勧告等の指導をした場合、指導内容など

の情報は公開するものの、行為者の名称及び特定される所在地番につ

いては、条例第６条第１項第３号の規定により一部非公開とする。 

ただし、同一の事案について、措置命令等行政処分が出された場合

については、行政指導関連文書については条例第６条第 1 項第３号た

だし書の規定により公開するものとする。 
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（４）公共工事に係るマニフェスト 

公共工事に係るマニフェストは、産業廃棄物の適正処理を推進する

ためきわめて重要な文書であり、今後は条例第５条の２の規定により

原則公開するものとする。なお、今後の公共工事の仕様書にはマニフ

ェストを公開する旨記載するよう変更するものとする。 

ただし、本事案にかかるマニフェストについては、警察において捜

査中であること、そして、排出事業者等の責任を調査していく上で、

正確な事実の把握に支障を来たすおそれがあるため、①②③について

は、条例第６条第１項第４号の規定に該当するものとして一部非公開

とする。なお、捜査及び調査に支障を及ぼすおそれがなくなれば、公

開とする。 

 

イ 事案に係る情報公開請求に対する対応 

現在、情報公開に関する事務は、各部に配置された「情報公開及び個人

情報保護主任」が担当し、岐阜市事務決裁規則により各部長の専決事項と

なっている。 

今後の情報公開請求に対する対応は、今回の新基準により公開又は非公

開の決定をすることになるが、新しい基準によりがたい場合、または基準

の適用に疑義が生じた場合は、本委員会の合議を経て委員長が決裁し、そ

の結果については対策本部会議に報告するものとする。 

 

４ インターネット等による情報公開 

産業廃棄物の不法投棄や不正処理を行った、あるいは現に行っている産業

廃棄物処理業者、排出事業者等に対する行政処分、行政指導等の情報を広く

公開することは、不適正処理の抑止、再発防止対策、さらに地域住民の協力

を得るために有効であると考えられ、インターネット等により情報公開（新

しい公開基準による）を行うものとする。 

上記の情報については、その都度報道発表するとともに、環境事業部環境

指導室のホームページに掲載するものとする。 

 

５ 本委員会の検討概要は以上であるが、本事案を解決するためには、行政の

説明責任を果たすとともに透明性を高め、市民の理解と信頼を得ることが最

も重要と考えられ、積極的な情報公開に努めることとする。 


